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【手続補正書】
【提出日】平成23年7月7日(2011.7.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の目とレンズを位置合わせするための装置であって、眼鏡を装用する患者の画像を
取り込み記憶する手段と、
　患者の瞳孔中心を画像上で決定し、患者の瞳孔とレンズの光学中心が位置合わせされた
状態にて、患者の目の上にレンズの位置を表示画面上で示す処理手段を含むことを特徴と
する装置。
【請求項２】
　前記処理手段が画像中の端部を強調する輪郭線強調アルゴリズムを含む、請求項１に記
載の装置。
【請求項３】
　前記処理手段が画像中の円形を認識する円認識アルゴリズムを含む請求項１または２に
記載の装置。
【請求項４】
　前記処理手段が画像中の暗領域を検出する暗領域認識アルゴリズムを含む、請求項１～
３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　前記処理手段が画像中の患者の瞳孔中心を検出するアルゴリズムを含む、請求項１～４
のいずれか一項に記載の装置
【請求項６】
　前記装置が、装置から患者の距離を計算する距離測定手段を含む、請求項１～５のいず
れか一項に記載の装置。
【請求項７】
　前記距離測定手段が、既知の距離で離れた二重光学組立体と、立体画像を用いて装置か
ら患者の距離を測定する光学処理手段を含む、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記距離測定手段が、電動の単一光学組立体と、組立体を駆動させて鮮明な画像を得る
よう構成された焦点検出手段とを含み、単一光学組立体が前記焦点検出手段で較正され、
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装置から患者の距離を測定する、請求項６に記載の装置。
【請求項９】
　前記距離測定手段が、超音波信号送信用の超音波送信機及び超音波信号受信用の超音波
受信機、並びに装置から患者の距離を測定する超音波処理手段を含む、請求項６に記載の
装置。
【請求項１０】
　前記装置が輻輳制御装置を含む、請求項１～９のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１１】
　前記輻輳制御装置がレーザースペックル生成手段を含む、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記輻輳制御装置が輻輳を補正するための処理手段を含む、請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
　前記装置が、装置の向きを検出する、または画像を拡大縮小する向き検出器を含む、請
求項１～１２のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１４】
　前記向き検出器が電磁チルトセンサである、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記向き検出器が加速度計である、請求項１３に記載の装置。
【請求項１６】
　前記装置が画像上の寸法を測定するよう設計された、請求項１～１５のいずれか一項に
記載の装置。
【請求項１７】
　前記装置が広角チルトを計算するよう構成された、請求項１～１６のいずれか一項に記
載の装置。
【請求項１８】
　前記装置が、レンズを表す画像である円を、画像上の患者の目の上に重ねるよう構成さ
れている、請求項１～１７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１９】
　請求項１～１８のいずれか一項に記載の前記装置と、
　前記装置と係合可能であり、この装置に対して通信及び電力供給を行うよう構成された
装置係合可能ドッキングステーションと、
　印刷出力装置を含むことを特徴とするシステム。
【請求項２０】
　患者の目とレンズの位置を合わせる方法であって、
　眼鏡を装用する患者の装置上の画像の取込み、かつ記憶し、
　画像を処理して患者の瞳孔中心を決定し、装置の表示画面上で、患者の瞳孔上にレンズ
の光学中心の正確な位置を示すことを含むことを特徴とする方法。
【請求項２１】
　前記方法が患者の無限遠視の誘導を含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　装置の使用者が画像中のレンズの位置を修正することを含む、請求項２０または２１に
記載の方法。
【請求項２３】
　前記方法が装置から患者の距離の測定を含む、請求項２０～２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記方法が装置から患者の距離を利用して、画像の拡大縮小をすることを含む、請求項
２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記方法が、表示画面に表示されたレンズ素材のセレクションからのレンズ素材の選択
を含む、請求項２０～２４のいずれか一項に記載の方法。



(3) JP 2010-533308 A5 2011.9.1

【請求項２６】
　前記方法が、レンズの種類及び眼鏡に対するその位置の製造者への通信を含む、請求項
２０～２５のいずれか一項に記載の方法。
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